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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
送り人と受取人との間で資金を自動電子転送するためのシステムであって、
電子的に転送されるべき金額、及び前記送り人のユニークな番号であるセキュリティコー
ドを含む情報を前記送り人から受け取り、前記情報を中央端末(140)へ送信する着手端末(
110)と、
前記着手端末(110)から前記情報を受け取り、受け取った情報をファイル(170)に記憶し、
受け取った前記情報に基いてユニーク個人識別番号を生成し、生成したユニーク個人識別
番号を前記着手端末(110)へ送信する中央端末(140)と、
前記電子的に転送されるべき金額、前記セキュリティコード、及び前記ユニーク個人識別
番号を含む情報を前記受取人から受け取り、受け取った情報を前記ファイル(170)に記憶
された情報と比較するために前記中央端末(140)へ送信する前記支払い端末(180)と、
を含み、
前記中央端末(140)は、前記支払い端末(180)から受け取った情報を前記ファイル(170)に
記憶された情報と比較し、前記支払い端末(180)から受け取った情報と、前記ファイル(17
0)に記憶された情報との間に一致があった場合に、前記支払い端末(180)に対して認可メ
ッセージを発行するように構成され、
前記支払い端末(180)は、前記中央端末(140)からの前記認可メッセージの受信に応答し、
前記ファイル(170)に記憶された情報により指定される前記金額を支払うように構成され
る、資金を自動電子転送するためのシステム。
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【請求項２】
前記着手端末が自動預金支払機（ＡＴＭ）である、請求項１に記載の資金を自動電子転送
するためのシステム。
【請求項３】
前記着手端末がグラフィカルユーザインターフェースを持つパーソナルコンピュータであ
る、請求項１に記載の資金を自動電子転送するためのシステム。
【請求項４】
前記着手端末が音声応答ユニットを持つタッチトーン電話である、請求項１に記載の資金
を自動電子転送するためのシステム。
【請求項５】
前記タッチトーン電話がスクリーンホーンである、請求項４に記載の資金を自動電子転送
するためのシステム。
【請求項６】
前記中央端末はさらに、前記ユニーク個人識別番号を発生するための番号発生器を備える
、請求項１に記載の資金を自動電子転送するためのシステム。
【請求項７】
前記支払い端末が自動預金支払機（ＡＴＭ）である、請求項１に記載の資金を自動電子転
送するためのシステム。
【請求項８】
前記着手端末(110)は、前記送り人から受け取った前記セキュリティコードを前記中央端
末(140)へ送信する前に暗号化する、請求項１に記載の資金を自動電子転送するためのシ
ステム。
【請求項９】
前記支払い端末(180)は、前記受取人から受け取った前記セキュリティコードを前記中央
端末(140)へ送信する前に暗号化する、請求項１に記載の資金を自動電子転送するための
システム。
【請求項１０】
前記金額はドルで指定される、請求項１に記載の資金を自動電子転送するためのシステム
。
【請求項１１】
着手端末(110)、中央端末(140)、及び支払い端末(180)を含むシステムにおいて、送り人
と受取人との間で資金を完全に自動電子転送するための方法であって、
前記着手端末(110)において、電子的に転送されるべき金額、及び前記送り人のユニーク
な番号であるセキュリティコードを含む情報を前記送り人から受け取り、前記情報を前記
中央端末(140)へ送信するステップと、
前記情報を前記中央端末(140)によって受け取り、受け取った情報をファイル(170)に記憶
するステップと、
前記中央端末(140)により、前記情報に基いてユニーク個人識別番号を生成し、生成した
ユニーク個人識別番号を前記着手端末(110)へ送信するステップと、
前記支払い端末(180)において、前記電子的に転送されるべき金額、及び前記ユニーク個
人識別番号を含む情報を前記受取人から受け取り、受け取った情報を前記ファイル(170)
に記憶された情報と比較するために前記中央端末(140)へ送信するステップと、
前記中央端末(140)により、前記支払い端末(180)から受け取った情報を前記ファイル(170
)に記憶された情報と比較し、前記支払い端末(180)から受け取った情報と、前記ファイル
(170)に記憶された情報との間に一致があった場合に、前記支払い端末(180)に対して認可
メッセージを発行するステップと、
前記中央端末(140)からの前記認可メッセージの受信に応答し、前記支払い端末(180)によ
って、前記ファイル(170)に記憶された情報により指定される前記金額を支払うステップ
と
を含む、資金を完全に自動電子転送するための方法。
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【請求項１２】
前記支払い端末が、自動預金支払機（ＡＴＭ）である、請求項１１に記載の資金を完全に
自動電子転送するための方法。
【請求項１３】
前記着手端末(110)において情報を受け取るステップは、前記情報を前記中央端末(140)へ
送信する前に前記セキュリティコードを暗号化するステップをさらに含む、請求項１１に
記載の資金を完全に自動電子転送するための方法。
【請求項１４】
前記支払い端末(180)において情報を受け取るステップは、前記情報を前記中央端末(140)
へ送信する前に前記セキュリティコードを暗号化するステップをさらに含む、請求項１１
に記載の資金を完全に自動電子転送するための方法。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の分野
本発明は、一般的には資金の電子転送に関し、特に、受取人に転送された資金を支払うた
めの自動預金支払機を使う送り人と受取人の間の資金電子転送システム及び方法に関する
。
関連した技術の説明
ある地点から別の遠隔の位置にお金の高速転送をするために１００年以上も前に“マネー
ワイヤリング（money wiring）”（電信送金）が開発されたけれども、今日の社会の人々
は依然として、緊急状況のためのように、現金を急に送り或いは受け取る必要性が時には
生じることがある。これらの人々は、しばしば移転をする人から、家から離れた扶養家族
まで、広範囲にわたっている。現金を急に送る必要性の理由にかかわらず、お金を迅速に
“ワイヤ（wire）”（電信送金）する能力は、非常に一般的になった。多分、“マネーワ
イヤリング”又はマネー転送サービスの最も周知のプロバイダーは、ウエスタン・ユニオ
ンである。
お金を送るために、（今後、“送り人”として参照される）顧客は、代理店に行き、転送
されるべき元金に加えてサービス又は利用手数料として現金又は銀行小切手を差し出し、
お金を送るべき人の名前を代理人に告げ、そして受領書が発行される。代理人は、多くの
場合コンピュータを使って、ウエスタン・ユニオンシステムの自動的更新業務処理を記録
する。ウエスタン・ユニオンのマネー転送の別の選択は、送り人が、受信人払いの電話番
号を呼び出し、そして前述の情報を応答代理人に提供することである。転送されるべき元
金は、利用手数料と共に、現金前払いとして大手のクレジットカードに請求される。
マネー転送サービス専門の別の会社は、ファースト・データ・コーポレーションの一部門
、インテグレーテッド・ペイメント・システムズ（ＩＰＳ）であり、任意の代理位置にお
いて、送り人が現金又は銀行小切手と共に、クレジットカードを使うことを可能にしてい
る。転送された資金を受け取ることを可能にするために、受取人は再び代理店に行かなけ
ればならず、正しい身分証明書（有効な運転免許証又は軍人ＩＤ）を有して、お金がどこ
からきたのか、送り人の名前、及びどれだけの額を受け取るのかを知っていなければなら
ない。
前述のマネー転送プロセスには多数の欠陥がある。受取人は、開いていて（夜間にそれを
見つけることは非常に困難である）、そして業務処理を完成させるのに十分な現金を持っ
ている代理店を見つけなければならない。もし受取人が選択した代理店が十分な現金を持
っていないならば、この代理店は、いくらかを現金でそしてその残りを小切手で受取人に
与える申し出をするであろう。しばしばこれは、まず第一に、現金が求められた理由を無
視し、或いは小切手を現金にする場所を見つける追加の仕事を受取人の側で必要とする。
送り人は、送られるべき現金を持っていることを望まないならば、第一に銀行小切手を購
入しなければならない。もし送り人が大手のクレジットカードを持っていないならば、彼
が銀行口座に十分な資金を持っていても、彼は、多額のお金にいつもアクセスできるとは
限らない。業務処理が販売代理人の相互作用に依存しているために、送り人と受取人の両
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方のプライバシは妥協しなければならない。代理人変更又は印刷上のエラーの結果として
、遅延が生じるかもしれない。さらに、このようなシステムは、非常に労働集約型で、動
作にコストのかかるものである。
これらの欠点のいくつかを克服する努力において、ベイバンクは、大部分のベイバンクの
口座の間で顧客が資金を電子的に転送しかつ受け取ることを可能にするシステムを開発し
た。受取人又は送り人がベイバンク顧客である必要はないけれども、彼らは、別の”リン
クされた”（関連のある）銀行で、有効な、識別可能の銀行口座を持つ必要がある。ベイ
バンクのカード保持者は、米国内のいずれにおいても受取人の銀行口座に電信送金するこ
とができる。ベイバンク送り人が必要とする唯一の情報は、受取人のバンク番号及び口座
番号である。電信送金は、ベイバンク口座から自動的に引き落とし、そして受取人の指定
した口座に資金を預金する。いかなるベイバンク顧客もまた、別のバンクから資金を受け
取ることができる。送り人は、ベイバンクネットワーク上に参加する銀行の顧客でなけれ
ばならないが、しかし、ベイバンク顧客はベイバンク口座に電子的に預金された資金を受
け取ることができるであろう。
このようなシステムには、依然として欠点がある。ベイバンクシステムは閉じたシステム
であり、そして参加人（送り人及び受取人）が、ベイバンク又は関連した銀行の１つの口
座を持つことが必要である。さらに、受取人は依然として、転送された資金にアクセスす
るためのカードを必要とし、かつ資金は、意図した受取人に直接現金が支払われるという
よりもむしろ、口座から口座に転送される。
発明の概要
関連した技術に関する上記の問題からして、本発明の目的は、受取人が転送された資金を
受け取るために銀行口座を持つ必要のない電子資金転送のためのシステム及び方法を提供
することである。
本発明の別の目的は、送り人及び受取人が、同一の機関又は金融提携を共有する必要のな
い電子資金転送のためのシステム及び方法を提供することである。
本発明のさらに別の目的は、お金が受取人の銀行口座に預金されず、現金又は現金に等価
なものが、指定された受取人に直接支給される電子資金転送のためのシステム及び方法を
提供することである。
本発明のさらに別の目的は、現金、現金等価物又は他の所望の支払い書類（例えば、チケ
ット、切手等）が、指定された受取人に直接支給される電子資金転送のためのシステム及
び方法を提供することである。
本発明のさらに別の目的は、資金を支払うために自動預金支払機（今後“ＡＴＭ”として
参照する）を使用する電子資金転送のためのシステム及び方法を提供することである。
本発明のさらに別の目的は、受取人がＡＴＭを活動させ、即ち資金を受け取るために金融
カードを持つ必要のない電子資金転送のためのシステム及び方法を提供することである。
本発明は、電子的に転送されるべき金額の指定、好ましくはそれを転送することのできる
口座、及び好ましくは着手端末により暗号化された送り人からのセキュリティコードを受
け取るための着手端末と、その金額及び暗号化されたセキュリティコードをファイル内に
記憶するための中央端末と、転送されるべく指定された金額及びセキュリティコードに相
当する入力を受取人から受け取り、好ましくはセキュリティコードを暗号化し、入力され
た金額及び暗号化されたセキュリティコードを、中央端末のファイル内に記憶されている
情報と比較するために中央端末に提供し、そして受取人が支払い端末を活動させるカード
を持つ必要もなく指定された金額に等価な資金を受取人に支払うための支払い端末とを含
む、送り人と受取人の間で資金の電子的転送をするためのシステム及び方法を提供するこ
とによりこれらの目的を達成する。
本発明のシステム及び方法は、完全に電子的な資金転送構成を提供し、それによって転送
プロセスにおける第三者の販売代理人の必要がなくなる。この代理人をなくすことにより
、このシステムを動作させる固定コストは減少する一方、送り人／受取人関係のプライバ
シ及び尊厳は回復される。本発明によって達成される追加の利点は、顧客の都合で、１日
に２４時間、１週間に７日、お金を転送することを可能にする。お金を送るためのコスト
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は減少する。本発明は、預金がないか（金融機関提携又は口座がない）、或いは送り人と
は異なる金融機関提携を有している受取人には魅力的である。さらに、消費者は、家又は
近くのＡＴＭからお金の転送を始める便利を認識する。
本発明のこれら及び他の特徴及び利点は、添付図面と共になされる以下の好適具体例の詳
細な説明から当業者には明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の一具体例を示す例示ネットワークの図解図である。
図２は、本発明の好適具体例に従う元金及び手数料転送の図解図である。
図３は、本発明の好適具体例に従い実行される業務処理の着手側を例示するブロック図で
ある。
図４は、本発明の好適具体例に従い実行される業務処理の支払い側を例示するブロック図
である。
好適具体例の詳細な説明
本発明は、資金を個人から個人に、好ましくは適切な受取人にこのような資金を支払うＡ
ＴＭを使って、電子的に転送する。このように、本発明は、１週間に７日及び１日に２４
時間、資金を個人に利用可能にさせる。ＡＴＭ又はホームバンキング装置を使って、開始
者（時には、今後“送り人”として参照される）は、本発明の一部であるＡＴＭにアクセ
スする受取人に現金を迅速に入手可能にすることができる。
簡単な概観として、開始者は好ましくは、本発明のシステムサービスにアクセスするため
に音声応答ユニットを通してカードリーダを持つタッチトーン電話を使用する。開始者は
代わりに、ＡＴＭに行き、或いは本発明のシステムサービスにアクセスする能力を備えた
パーソナルコンピュータを使用することができるということを理解すべきである。この後
者の選択により、開始者は好ましくは、グラフィックユーザインターフェース（ＧＵＩ）
を通して本発明のシステムと相互作用する。
選択された入力端末（電話、パーソナルコンピュータ、ＡＴＭ等）に関わらず、開始者は
、カードに相当する金融口座から資金を利用可能にするために、カードを使用する。この
ようなカードは、クレジットカード、引き落としカード、スマートカード又は記憶値カー
ドにすることができる。必要ならば、送り人はエージェント（代理人）に現金を提供する
ことができるということを理解すべきである。このような送り人は、学校を離れた学生又
は季節労働者のように、いかなる金融機関提携も無しに（今後、時には”預金のない”と
して参照する）行うことができる。このシナリオにおいて、エージェントは次に、エージ
ェントが送り人であるかのように本発明のシステムと相互作用するであろう。この方法に
よってさえ、受取人は、指定された資金を受け取るために、選択されたＡＴＭ又はいかな
る金融機関提携を活動させるカードも必要としない。
この点で、転送されるべき資金は保持され、或いは利用可能として予め認可され、そして
送り人の口座はまた、通例の業務処理の額或いは使用手数料が引き落とされる。送り人に
よって通常に支払われる使用手数料は、各マネー転送業務処理に対して請求される。本発
明の好適具体例によると、本システムは、システム発生のＰＩＮを送り人に提供し、かつ
これは、受取人が転送された資金を得るために必要とするセキュリティ情報の一部として
送り人によって受取人に通信しなければならない。
受取人は、送り人から適切なセキュリティ情報、好ましくは、１）送り人の電話番号、２
）転送される金額、３）着手端末によって送り人に発行されたシステム発生のＰＩＮ、を
得た後、ここで説明する電子資金転送能力を有するＡＴＭに行く。本発明の好適具体例に
よると、そしてさらに後述するように、このようなＡＴＭは、ユーザがいかなるタイプの
カードも使用する必要もなく、ユーザから入力を受け取るようプログラムされている。結
果として、受取人は、適切なメニューを活動させるために、カードを使用することなく、
ＡＴＭと相互作用する。受取人は、ＡＴＭスクリーンによって要求されるとき情報を入力
し、そして現金が意図した受取人に支払われる。
本発明は、今後、着手業務処理及び支払い業務処理として参照され、一緒になって全業務
処理を構成する２つの別個の業務処理としてそれを考えることにより、多分最良に理解す
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ることができる。当業者は、着手業務処理の目的のために、着手端末を“発行装置”とし
て、疑似端末（又は中央端末）を“取得装置”として考えると共に、支払い業務処理の目
的のために、疑似端末を“発行装置”として、支払い端末を“取得装置”として考えるで
あろう。着手業務処理は、好ましくは利用手数料を払った撤回として表現される。
着手業務処理はまた、論理的に３つの部分、転送のための要求、認可のための要求、及び
承認、に分けて考えることができる。本発明の一具体例を例示するネットワークの図解図
である図１を考察する。この着手業務処理は、着手端末からの資金の転送の要求によって
始まる。この“端末”は、送り人がお金を電子的に転送する要求を作るために使用する媒
体であり、例えば、ＡＴＭ１１０、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）１１
５を持つパーソナルコンピュータ、電話アクセスの音声応答ユニット（ＶＲＵ）１２０、
又はＧＵＩを持つスクリーンホーン（特別な図示はしない）などである。ＧＵＩは好まし
くは、少なくともウインドーズ、ＤＯＳ又はマッキントッシュ環境をサポートしている。
電話着手端末の場合に、送り人は、言語で彼に入力を促す音声応答ユニット（今後、“Ｖ
ＲＵ”として参照する。図示せず）にダイアルし、かつこのような入力の促しは、パーソ
ナルコンピュータ１１５、スクリーンホーン１２０、テレビジョン１２５又はＡＴＭ１１
０のような他のタイプの着手端末のためのグラフィカルユーザインターフェーススクリー
ンによって提供される情報に相当する。以下の説明のために、かつ他に説明しなければ、
着手端末は、ＡＴＭ１１０である。ここで述べた着手端末１１０、１１５、１２０、１２
５のいずれも代わりに使用することができるということが理解されよう。
着手端末１１０は、引き落とし又はクレジットカード情報に関してセキュリティを保証す
るために、暗号化されかつコード化された関連ＰＩＮを持つ引き落とし又はクレジットカ
ード情報の転送を可能にする。このような端末は、もし通例のＤＥＳ－セキュアであるＡ
ＴＭでなければ、好ましくは、通信ラインに接続された情報を安全に暗号化する装置（図
示せず）を含んでいる。このような装置は、電話、スクリーンホーン、テレビ受信機トッ
プボックス、パーソナルコンピュータに取り付けられ、そして家庭又は仕事場所からの安
全な金融業務処理を可能にする。いくつかの会社は、情報を安全に暗号化する装置を製造
し、かつそれ故、このような装置は、これ以上詳細には説明しない。
完全に自動化された電子転送システム１００はまた、好ましくは、調整システム（図示せ
ず）を有している。もし受取人が資金を受け取る前に送り人の気が変わり、彼のお金を戻
すことを望むならば、本システムは、表面化しない通例の利用手数料を没収して、この業
務処理を逆行させる。
送り人は、使用される媒体に依存してスクリーン又はメニューから、本発明のシステムと
相互作用するために適切な選択をする。送り人が着手端末１１０を通してシステム１００
と相互作用しているとき、彼は好ましくは、所望の業務処理を実行するためにアクセスす
る利用手数料について迅速に告げられる。着手端末１１０は好ましくは、転送されるべき
元金、及び業務処理と関連させられるべきセキュリティコードのような情報を、送り人に
要求する。このようなセキュリティコードは好ましくは、エリアコードを含む電話番号で
あるが、しかしまた、送り人の社会保障番号又は気まぐれな選択のような別のユニークな
番号にすることができる。着手端末１００は好ましくは、送り人によるセキュリティコー
ド入力を暗号化する。元金の額及び暗号化されたセキュリティコードは好ましくは、シス
テム発生のアクセスＰＩＮを作るために本発明のシステム１００によって使用されるキー
の一部である。送り人のセキュリティコードを暗号化し、かつそれをシステム発生ＰＩＮ
を作るアルゴリズムにおいて使用することにより、この業務処理は安全となる。この理由
のために、送り人のセキュリティコードは明白状態よりもむしろ、暗号化状態で伝えられ
かつ記憶されるので、この業務処理を見るだれも、送り人のセキュリティコードを知るこ
とはできない。送り人が、本発明に従う電子資金転送をする別の選択をするとき、このメ
ッセージにおけるネットワーク識別子フィールドは、着手端末１１０が別のネットワーク
上の業務処理に適合させる前に、この業務処理を疑似端末１４０に向けるように少なくと
もユニーク業務処理及びネットワークコードによって予め埋められている。当業者には種
々の実施が可能であるけれども、疑似端末１４０は好ましくは、スイッチ１４５、タンデ
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ムベースのプラットフォーム上で動作する未払いジャーナルファイル１７０及び認可ユニ
ット１５０、リレーショナルデータベース１７５及びＭＩＳジャーナルファイル１６０の
ためのＳＵＮ２０００ワークステーション、及びオフライン（バッチ）処理及び金融記録
保守のためのＥＳＡ９０００ＩＢＭメインフレームを含んでいる。
着手端末１１０は、送り人から受け取った要求業務処理情報を疑似端末１４０に転送し、
かつこの情報は、全業務処理の内の２つの部分に対応させるために本発明のシステムによ
って使用される。着手端末１１０は、認可のための要求を疑似端末１４０に送り、それに
よって、着手業務処理の次のステージに入る。疑似端末１４０のスイッチ１４５は、入来
する金融上の要求を受け入れ、かつ認可ユニット１５０を活動させる。認可ユニット１５
０は次に、この要求を認可エージェント（図示せず）に転送する。疑似端末１４０は好ま
しくは、引き落としカードネットワーク及びクレジットカード認可点までの適切なリンク
を有していて、送り人の望むお金の転送に属するカード及び口座情報の信頼性を証明する
。認可エージェントに提供された情報の中に、適切な使用又はサービス料金と共に、送り
人が転送することを望む元金の額に対する認可要求がある。
認可エージェントは、疑似端末１４０から金融情報を受け取り、かつ十分な資金又は債権
が参照した口座に存在すると仮定して、元金の全額及び利用手数料に対してこの業務処理
を認可する。認可エージェントは、金融機関、カード発行者、インターセプトプロセッサ
、又は地域／国内ネットワークにすることができるということが理解されよう。本発明の
システムは好ましくは、特注化を可能にして、参加機関が顧客のための認可限界を設定す
ることを可能にする。
認可を得るために、いずれも、本発明のシステム及び方法と互換性がある多数の公知の方
法があので、認可エージェントによって実行される実際の認可方法は、ここではこれ以上
詳細に考察しない。さらに、本発明の疑似端末１４０のプラットフォームはまた、認可エ
ージェントであるかもしれず、かつ特別の金融機関により確立したガイドライン内で同意
により認可を実行することができるということが理解されよう。
いったん認可エージェントが認可メッセージを疑似端末１４０に戻したときに、着手業務
処理は認可ステージに入る。いったん疑似端末１４０が認可メッセージを受け取ると、そ
れは、ＰＩＮを発生し、かつこれは、資金の送り人に提供するために着手端末１１０に送
られる。このシステム発生ＰＩＮは好ましくは、本発明の識別システム１００の一部であ
り、全業務処理の内の支払い部分の間に意図した受取人に資金が提供されることを確実に
するために受取人に要求する。特に、本発明の好適具体例に従うと、認可要求が認められ
た後、疑似端末１４０は好ましくは、所定のセキュリティキーに基づいたユニーク番号を
発生する暗号化モジュール１５５にユニークＤＥＳ－暗号化ＰＩＮを要求する。モジュー
ル１５５のハードウエアの一例は、タンデムコーポレーションの子会社、アタラによって
製造されている。番号発生モジュール１５５は、実施においてハードウエアにする必要は
なく、かつそれでも本発明の精神に当てはまるということを理解すべきである。さらに、
ユニークＰＩＮに対する要求は代わりに、認可のためのカード発行者への要求と同時にな
すことができるということが当業者には明らかであろう。いったんＰＩＮが発生すると、
それは送り人に通信される。ＰＩＮは好ましくは着手端末１１０に伝送され、かつこれは
次に、ＰＩＮを送り人に通信する。ＰＩＮは、着手端末制限に依存して、多様な方法を通
して送り人に提供することができる。即ち、ＡＴＭは、受領書を印刷出力することができ
、ＰＩＮはグラフィカルユーザインターフェース上に視覚的に表示することができ、或い
はそれは、ただ、いくつかのこのような方法を指定するために、ＶＲＵを経て電話を通し
て提供することができる。受領書は好ましくは着手端末１１０により提供して、転送され
る元金の額及び、もしあるならば、この業務処理のために送り人の口座に請求される利用
手数料、及びもし送り人がこのように要求したならば、システム発生のＰＩＮ、の明細を
記す。
本発明の好適具体例に従い元金及び料金転送の図解ブロック例示である図２を参照する。
認可要求を認めたことに相当しかつ着手者が送るべきお金或いは引き出される現金前払い
を受け入れるクレジットカード口座を実際に有しているという事実を反映する認可メッセ
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ージを受け取ったときに、疑似端末１４０は、また、送り人の口座２１０からお金を“撤
回”する。疑似端末１４０は、全転送業務処理の内の支払い部分の間、ＡＴＭ２３０のた
めに利用可能にするように元金を保持口座２２０に記入する。疑似端末１４０はまた、い
かなる利用手数料も保持口座２４０に記入し、かつこの料金は、全転送業務処理を実行す
るため応答可能のシステムの一部を所有する者の間で所定の基礎で精算されるであろう。
利用手数料の配分は好ましくはバッチ処理である。
ＥＦＴ産業の通常のビジネス業務であるように、いったん本システムが認可メッセージを
受け取ると、関連した金融機関は、現金を受取人に支払うとき送り人のために資金を事実
上前払いするＡＴＭの所有者に返済することを約束する。このように、その認可は、取得
機関に返済されるということを発行機関の側の保証である。この理由のために、本発明に
従うこのシステムは、この機関から資金を実際上得ることに先立ってさえ全業務処理を完
了させることができる。
図１に戻ると、認可メッセージを受け取ったときに、着手業務処理の完了はまた、ＭＩＳ
ジャーナルファイル及び未払いジャーナルファイル１７０に記録される。疑似端末１４０
は、長期記憶、検索、及びそのデータでのその後の調査のための報告と共に、後の業務処
理調査のためにリレーショナルデータベース１７５内にこの業務処理を記録する。
疑似端末１４０は、支払い業務処理の間、後の合致活動のために未払いジャーナルファイ
ル１７０内に支払われるべき元金の額をリストにする。未払いジャーナルファイル１７０
は好ましくはオンラインであり、かついかなる特別の業務処理も、情報の３つの部分によ
りそこに記憶される。即ち、１）送り人により提供される暗号化セキュリティコード、２
）特別の業務処理と関連したシステム発生のＰＩＮ、及び３）業務処理の元金の額である
。未払いジャーナルファイル１７０は、時間長、及び必要ならば他のパラメータのために
監視される保持ファイルであり、その特別の業務処理を完了するために第二の半分を待っ
ている。もし業務処理の第二の半分が完了せず、かつ所定の時間が経過するならば、利用
手数料は、もしあるならば、保持され、かつそれから最初の額が逆行として或いは預金と
して送り人のカード口座に、業務処理が生じなかったかのように押し込まれ、利用手数料
が請求される。
さて、本発明の好適具体例に従い実行された業務処理の着手側を例示するブロック図であ
る図３を参照する。着手端末１１０は好ましくは、転送されるべき額の入力（ブロック３
１０）及びセキュリティコードの入力（ブロック３２０）を要求する。前述したように、
このようなセキュリティコードは、送り人の電話番号のように簡単なものにすることがで
き、かつ着手端末で暗号化されて、中央端末に送られ、そしてその暗号化状態で記憶され
る。それから、着手端末１１０は、適切なところで使用されるカードのためのＰＩＮを含
む入力をカードスワイプを通して要求する（ブロック３３０）。このようなカードスワイ
プ情報は好ましくは、認可を得るために認可ユニット１５０に提供される（ブロック３４
０）。このような認可が許可されたとき、擬似端末１４０は、ブロック３１０及び３２０
の結果として受け取った入力を暗号化モジュール１５５に通して、業務処理ＰＩＮを発生
させる。擬似端末１４０は、このようなＰＩＮを着手端末１１０に伝達し、かつこれは次
に、ＰＩＮを送り人に通信する。着手端末１１０は、指定されかつ転送された資金を受け
取るために、転送されるべき額、セキュリティコード、及びＰＩＮを彼の意図した受取人
に提供するために送り人に指示する（ブロック３５０）。擬似端末１４０は、将来の業務
処理調査のために調査を、かつさらにここで説明されるように合致情報を記録する（ブロ
ック３６０）。
前述したように、送り人は、気が変わり、業務処理のキャンセルを要求するかもしれない
。もし業務処理が逆行されるならば、元金は戻される。システム１００は好ましくは、業
務処理コマンドとして自動的に或いは直後に逆行を開始する。それにも関わらず、もし送
り人がこの業務処理をキャンセルしてさえ、好適具体例に従うこのシステムは依然として
、ＭＩＳジャーナルファイル１６０においてＭＩＳ目的のためにこの業務処理を記録する
。
第二の業務処理、支払い業務処理は、また論理的に３つの部分で考えることができる。即
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ち、認可のための要求、承認、及び意図した受取人への資金の支払いである。
受取人、即ち、未払いジャーナルファイル１７０において“未払い”と判断されている資
金を実際上受け取る者は、いかなる金融機関提携も有する必要はない。この理由のために
、本発明の好適具体例によると、支払い端末１８０は、全電子資金転送業務処理の内の支
払い部分を開始するためにカードを必要としない。この業務処理の支払い端末１８０は、
特別の支払い機構（好ましくは、ＡＴＭ）であり、かつこれを、受取人が使用して、送り
人により取得可能にされた資金を得る。着手端末１１０はまた、同じ或いは異なる業務処
理のために支払い端末１８０にすることができる。
本発明以前には、ＡＴＭドライバが、ＡＴＭをカード読み取り初期状態に置いた。ＡＴＭ
は、この状態で、“ウエルカムスクリーン”を表示し、かつＡＴＭを業務処理プロセス全
体を通じた次の状態にするために、カードが挿入されるのを待っている。本発明において
、ＡＴＭドライバは好ましくは、最初にＡＴＭを選択状態に置く。この状態は、他のＡＴ
Ｍのように“ウエルカムスクリーン”を表示するであろう。しかしながら、本発明による
と、これらのＡＴＭは、（カード読み取り初期状態のカード挿入に対するような）次の状
態にＡＴＭを置くために押されるべきキーを待つであろう。この点で、ＡＴＭは２つの選
択を有するであろう。もしユーザが、一方の、業務処理を開始するためにカードが必要と
される銀行業務処理に相当するボタンを押すならば、ＡＴＭはカード読み取り状態に進み
、かつ通常の手順に従い業務処理を処理する。もしユーザが、本発明において前述したよ
うな電子的に転送された資金を受け取ることに相当するボタンを代わりに選択するならば
、ＡＴＭはこのような業務処理の支払い部分を処理するためにスクリーンフローに従うで
あろう。
この能力は、初期選択状態をサポートするＡＴＭに指令するためにＡＴＭへのロードを変
更することにより達成される。別の好適具体例として、ＡＴＭへのソフトウエアロードは
、ＡＴＭを次の適切な状態にするのに十分な受け入れ可能のＡＴＭへの応答として、ボタ
ン選択或いはカード挿入のいずれかをサポートするために、ＡＴＭに指令するよう変更す
ることができ、そして指定された動作に相当するフローを処理する。言い換えると、ＡＴ
Ｍは好ましくは、カード挿入又は”ウエルカムスクリーン”でのキー押下のいずれかに基
づいて作動するであろう。
全業務処理の内の支払い部分は、支払い端末１８０を通して生じる認可の要求によって始
まる。支払い端末１８０は、コンビニエンスストア、食品雑貨店、郵便局、金融機関の支
店、ショッピングセンタ、或いは他の場所を含むどこにでも置くことができる。ＡＴＭ１
８０の認可要求を活動させるために、受取人は、未払いジャーナルファイル１７０におい
て一致を作るために、情報の一部を提供するように促される。このような情報は好ましく
は、１）支払われるべき元金の額、２）送り人の（電話番号のような）セキュリティコー
ド、及び３）送り人に発行され、かつ送り人が受取人に通信したシステム発生のＰＩＮ、
を含んでいる。着手端末によるように、支払い端末１８０は好ましくは、受け取ったセキ
ュリティコードを暗号化する。
いったんこの情報が入力されると、支払い端末１８０は、業務処理の元金の額を支払うた
めに認可を要求する疑似端末１４０にメッセージを送る。疑似端末１４０は、着手部分を
完成した全電子転送業務処理のリストを持つ未払いジャーナルファイル１７０を保存する
。受取人によるこの情報入力は、疑似端末１４０によって使用されて、どの業務処理が考
慮されているのか、そして未払いジャーナルファイル１７０内に既に記憶されている情報
との一致があるかどうかを決定する。認可ユニット１５０は，マッピングシステム（図示
せず）を含んでいる。
さて、本発明の好適具体例に従い実行される業務処理の支払い側を例示するブロック図で
ある図４を参照する。本発明のシステムは、期待される資金のドル額（ブロック４１０）
、好ましくは支払い端末１８０により暗号化される指定されたセキュリティコード（ブロ
ック４２０）、及びシステム発生ＰＩＮ（ブロック４３０）を入力するために受取人に要
求する。この業務処理はそれから、疑似端末１４０に通信される。スイッチ１４５は、こ
れが支払い端末からの要求であるということを擬似端末１４０に告げるサービス点コード



(10) JP 4480189 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

によって撤回要求として業務処理を理解する。
疑似端末１４０は、認可ユニット１５０を活動させて、要求する受取人が、指定した資金
を受け取る権利があるかどうかを決定する。それから、認可ユニット１５０は、暗号化さ
れたセキュリティコードを含む受取人による情報入力を、リレーショナルデータベース１
７５を通して未払いジャーナルファイル１７０内に記憶された情報と比較する。
一致がないと仮定すると、疑似端末１４０は、受取人が情報を再入力するのを要求するた
めにＡＴＭ１８０に指令するメッセージを伝送する。いったんこのような情報が再入力さ
れると、ＡＴＭ１８０は再び、メッセージを疑似端末１４０に送って、一致を判断する。
このサイクルは、所望回数繰り替えされるけれども、ＡＴＭ１８０が業務処理を終える指
令をして、次の顧客を待つために選択状態に戻る前に、好ましくは３回のみ繰り返される
。
他方、受取人によって提供される情報と、未払いジャーナルファイル１７０内にリストさ
れたものとの間に一致があると、疑似端末１４０が判断すると仮定すると、疑似端末１４
０は、認可要求が承認されたということを示し、かつ資金の指定された額を支払うプロセ
スを始めることをＡＴＭ１８０に指令する認可メッセージを支払い端末１８０に発行する
。疑似端末１４０はまた、利用手数料の精算のためのＭＩＳジャーナルファイル１６０内
に、未払いジャーナルファイル１７０内に、そしてリレーショナルデータベース１７５内
に、この業務処理を記録する。いったんこの業務処理が未払いジャーナルファイル１７０
に対して一致しかつこの資金が支払われると、この業務処理の着手部分に相当する情報は
、両方の部分が完了したために、未払いジャーナルファイル１７０から好ましくは削除さ
れる。それから、疑似端末１４０は好ましくは、ＭＩＳジャーナルファイル１６０と未払
いジャーナルファイル１７０の両方に業務処理の完了を記録する。
支払い端末１８０は、好ましくは、例えば転送されるべき資金の額がＡＴＭの所有者によ
り確立した口座毎入力毎に決められた支払い限界を超えてさえ、送られた全金額を支払う
。本発明の好適具体例によると、ＡＴＭに複数支払い反復を実行させる内部機構がある。
ＡＴＭがこのような複数反復を実行しなければならないとき、それは好ましくは、資金の
受取人に単一の業務処理として現れる。例えば、認可エージェントが、送り人の意図した
受取人に＄５００の支払いを認可したと仮定する。ＡＴＭは、口座毎入力毎に＄２００の
みを支払うことにその所有者により制限されているかもしれない。本発明の好適具体例に
よると、ＡＴＭは、３つの支払い反復、＄２００に対して２回と＄１００に対して１回を
、実行することにより認可された＄５００を支払う。
本発明の疑似端末１４０は、任意数のネットワークから、それら自身の着手及び支払い端
末によってアクセスすることができる。このオープン設計のために、あるネットワーク上
のあるＡＴＭは、例えば、異なるネットワーク上のＡＴＭにお金を転送することができ、
或いは、ＰＣ着手端末１１５は、異なるネットワーク上のＡＴＭにお金を転送することが
できる。図１は、地域及び国内ネットワークを含む任意数のネットワーク１３０が、疑似
端末１４０をアクセスするために多様な配列内にリンクし、それによって関係のない機関
にリソースを相互作用させかつ共有させることができるということを示している。また、
当業者には、これらの種々のネットワーク１３０が疑似端末１４０の位置を国際的なネッ
トワークにすることができるとことが認識されるであろう。本発明のこの特徴は、送り人
が関係する人の手に、彼らが旅行しているか或いは他の国で働いていてさえ、すぐにお金
を送ることを可能にする。
さらに別の好適具体例として、着手端末１１０は、着手端末１１０と関連した機構へ直接
入力される現金を受け入れる能力を備え、どれだけ入力されたかを確認し、そしてその後
の業務処理を継続する。このような着手端末が使用されるとき、カード駆動着手端末と関
連して前述した信用貸し又は口座の引き落としの認可を求めることに関する認可ステップ
は、省略される。
本発明はまた、厳密に現金というよりも品目を転送することに応用可能であるということ
を理解すべきである。このような品目の例は、例示目的のためのみであり、制限のためで
はないが、チケット、旅行小切手、切手、等を含んでいる。



(11) JP 4480189 B2 2010.6.16

この説明は、例示によってのみ提供され、かつここで述べた発明を制限するようには解釈
すべきではないということが当業者には理解されよう。本発明の多数の変形及び代換え具
体例が、当業者には明らかであろう。従って、この発明は、特許請求の範囲によってのみ
制限されることを意図している。

【図１】

【図２】

【図３】
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